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都道府県の条例制定状況 合計２６
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オーストラリアのケアラー支援

• 「ケアラー貢献認識法（Carer Recognition Act）」（2010）
背景：オーストラリアはインフォーマル支援（家族・近隣）が活発で、
ケアラーの負担が社会的な課題となっていた。
内容：レスパイトサービスが積極的に導入され、ケアラー・レスパイト
センターが各地に設置されている。アセスメントを受けて支援が受けら
れる。
特徴：ケアラーに直接金銭を支給する、ケアラー報酬、ケアラー手当、
障害児支援報酬、ケアラー補助などがある。
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イギリスのケアラー支援

• 「ケア法」及び「子どもと家族法」（2014）
背景：イギリスでは、働きながら介護をする働く介護者の増加を懸念し、
国や介護者支援団体、企業等が彼らへの支援を始めている。働く介護者
に関する政府主導の検討会は、2013年に最終報告書をまとめ、施策を
打ち出した。2014年には、介護者支援についても規定する介護法（The 
Care Act 2014）が新たに成立した。
内容：アセスメントの請求権に加え、介護者自身が、サポートを受ける
権利を定めている
特徴：介護者手当、保険料の控除
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ケアラーに対する支援についての再確認

• 上野千鶴子の『ケアの社会学』は、ジェンダーからの視点や政策的
な観点、歴史的な背景や文化、政治などからケアが捉えられています。
高齢者の介護は家族に大きな負担を強いていることが、社会的な構造
からも明らかにされています。

• 2020（令和 2）年 3 月には、ケアラー支援条例が全国で最初に埼玉
県で制定されました。ケアラーとは無償でケアを提供する人を指し、
家族もこの中に含まれます。第一条には「全てのケアラーが健康で文
化的な生活を営むことができる社会を実現することを目的とする」と
定められています。

• 一方で、家族介護は家族愛や家族関係の一つの形となり、そこには
お互いの同意があり、心地よいケアを提供できる環境があって、初め
て選択することができる社会になることが望まれます。
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• ケアラーが望むサポートとしては、高齢者をケアしている
ケアラーは、ケアラーに役立つ情報の提供、緊急時に利用で
きてケアの相手の生活を変えないサービス、電話や訪問によ
る相談体制の整備、気軽に休息や睡眠がとれる機会の確保が
あります。

• 障害者をケアしているケアラーは、親家族が亡くなった後
の被介護者のケアと生活の継続、緊急時に利用できてケアの
相手の生活を変えないサービス、ケアラーに役立つ情報の提
供、入所施設等の生活の場の整備・充実を望んでいました。

• ヤングケアラーが望むサポートは、特にないが最も多い一
方で、困った時に相談できるスタッフや場所 、信頼して見
守ってくれる大人、宿題や勉強のサポートを望んでいました。
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